
Chushokigyo-chiba
ご　案　内

平成２５年４月１日から
希望者全員の雇用確保を図るための
高年齢者雇用安定法が施行されます！

急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲
と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正され、平成25年４月１日
から施行されます。今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用
制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容としています。

改 正 の ポ イ ン ト
1 継続雇用制度（再雇用等）の対象者を限定できる基準の廃止

2 継続雇用制度（再雇用等）の継続雇用先が、自社だけでなくグループ内の他の企業まで範囲が拡大
3 義務違反の企業に対する公表規定の導入

4 高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定（原則、希望者全員65歳までの雇用の確保が必要ですが、継続雇用されない場合の内容を規定）

65 歳未満の定年を定めている事業主が、高年齢者雇用確保措置として継続雇用制
度を導入する場合、現行の法律では、継続雇用の対象者を限定する基準を労使協定で
定めることができます。今回の改正でこの仕組みが廃止され、平成25 年４月１日か
らは、希望者全員を継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
【経過措置】
ただし、以下の経過措置が認められています。
平成25 年３月３１日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で設けている

場合
・平成28 年３月31 日までは61 歳以上の人に対して
・平成31 年３月31 日までは62 歳以上の人に対して
・平成34 年３月31 日までは63 歳以上の人に対して
・平成37 年３月31 日までは64 歳以上の人に対して

◆たとえば、平成28年3月31 日までの間は、61 歳未満の人については希望者全員を対象にしなければな
りませんが、61 歳以上の人については基準に適合する人に限定することができます。

基準を適用することが
できます。

継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止

厚 生 労 働 省 ・ 千 葉 労 働 局 ・ ハ ロ ー ワ ー ク

http://chiba -roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012/_104684.html
問合せは；千葉労働局（☎043-221-4392）・又は各ハローワークへ
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